
議第１９号

三島市体育施設条例の一部を改正する条例案

三島市体育施設条例（平成16年三島市条例第24号）の一部を次のように改正する。

別表第 1 の 2 グラウンド等の利用料金の限度額等⑴三島市錦田グラウンド及び三

島市文教テニスコート中

「

区分 金額

早朝 午前 午後 昼間 夜間 全日

午 前 7 午 前 9 正 午 か 午 前 9 午 後 6 1 回

時 か ら 時 か ら ら 午 後 時 か ら 時 か ら

午 前 9 正 午 ま 5 時 ま 午 後 5 午 後 9

時 ま で で で 時 ま で 時 ま で

ソ フ ト 市 民 420円 850円 1,280円 2,130円 5,380円

ボ ー ル

場 市 民 以 630円 1,070円 2,140円 3,210円 7,540円 を

外 の 者

テ ニ ス 市 民 4,280円 1,070円

コ ー ト

市 民 以 6,400円 1,600円

外 の 者

三 島 市 文 教 市 民 4,280円 1,070円

テ ニ ス コ ー

ト 市 民 以 6,400円 1,600円

外 の 者

」

「

区分 金額

早朝 午前 午後 昼間 全日

午 前 7 時 午 前 9 時 正 午 か ら 午前 9 時 1 回

か ら 午 前 か ら 正 午 午 後 5 時 から午後

9 時 ま で ま で ま で 5 時まで

三
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ド



ソ フ ト 市 民 420円 850円 1,280円 2,130円

ボ ー ル

場 市 民 以 630円 1,070円 2,140円 3,210円

外 の 者
に改

テ ニ ス 市 民 4,280円 1,070円

コ ー ト

市 民 以 6,400円 1,600円

外 の 者

三 島 市 文 教 市 民 4,280円 1,070円

テ ニ ス コ ー

ト 市 民 以 6,400円 1,600円

外 の 者

」

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和２年２月１８日提出

三島市長 豊 岡 武 士
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